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標記にっきまして、今般、別添の通り公正取引委員会事務総長及び、中

小企業庁長官連名にて「下請取引適正化推進月間の実施にっいて」の周知

依頼がありました。

毎年11月を下請取引適正化推進月闘とし、この期間に下請代金支払遅

延等防止法(下請法)の普及,啓発に係る取り組みを行っております。

また、下請取引を行う事業者を対象に「下請取引適正化推進講習会」(オ

ンライン予定)も開催されます。(詳細は下記URLにてご確認ください。)

なお、 9月には「価格交渉促進月問」が実施されると共に、「中小事業者

等取引公正化推進アクションプラン」が公表されております。

つきましては、お手数をおかけしますが、この旨貴会傘下事業者へ周知

下さるようよろしくお願い申し上げます。

下請取引適正化推進月間の実施について
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事業者団体代表者殿

公取企第96号

20210907中庁第2号

令和3年10月1日

貴団体におかれましては,平素から,下請取引の適正化及び下請中小企業の振興に多大な

る御尽力を頂き,感謝いたしております。

公正取引委員会及び中小企業庁では,従来,下請取引の一層の適正化を推進するため,下

請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の効果的な運用等に努めているとこ

ろであり,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし,この期間に下請法の普及・啓発に

係る取組を集中的に行っております。

(なお,取引適正化に関連して「価格交渉促進月問」を9月に実施しましたが,これは,

「下請取引適正化推進月間」の取組のうち,親事業者・下請事業者問の「価格交渉」の促進に

関連する事業などを前倒し,集中的に実施したという位置づけになります。また,公正取引

委員会では,「価格交渉促進月間」における活動の一環として,令和3年9月8日に「中小事

業者等取引公正化推進アクションプランJ を公表しております。)

本年度においても,公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課及び各地方事務

所等並びに中小企業庁事業環境部取引課及び各経済産業局等において,それぞれ下請取引適

正化推進講習会の実施等により,下請法の普及・啓発を行うことといたしました。下請事業

者を含む事業者等への本事業の広報等について御協力方よろしくお願い申し上げます。

公正取引委員会事務総長

(公印省略)

下諸取引適正化推進月間の実施について

中小企業庁長官

(公印省略)



Ⅱ月は下請取引適正化推進月間です

Ⅱ月は下請取引適正化推進月間です。全国において,下請取引適正化推進講習会(参加

費無料)を開催(オンラインによる非対面方式)するほか,公正取引委員会(本局及ぴ地

方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で,下請取引に関する相談

等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。

令和3年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

公正取引委員会

不当なしわ寄せに関する下請相談窓口

フリーダイヤル 0IZO-060-.110

【受付時問】、10:00~17:00
(士日祝日・年末年始を除く。)

【ホームヘ゜ージ htt s://W1Ⅷ.'ftc.0.

トラブルの未然防止に発注書面

北海道事務所
束北事務所
取引部企業取引課
中部事務所
近畿中国四国事務所
中国支所
四国支所
九州事務所
沖縄総合事務局総務部

公正取引室

(広報原案D

011-231-6300

022-225-8420

03-35幻一認75

052-96・1-9424

06-6941-2176
082-228-15田

087-811-1758

0羽一431-6032

下請取引については,「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振

興基準において,親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。

公正取引委員会及び中小企業庁では,定期的に下請取引の実態を調査し,下請取引適正化

のための指導を行っています。

中小企業庁

事業環境部取引課 03-3501-17噐

休ームゞージ htt s:/WWW. chusho.Ⅲeti

【親事業者の義務】

0取引条件等を記載した注文書の交付

0下請取引に関する事項を記載した書類の

作成と保存

0下請代金の支払期日を定めること

0遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】

0受領拒否

0下請代金の支払遅延

0下請代金の減額
0返品

0買いたたき

0物の購入強制・役務の利用強制

0報復措置

0有償支給原材料等の対価の早期決済

0割引困難な手形の交付

0不当な経済上の利益の提供要請

0不当な給付内容の変更、・やり直し

北海道経済産業局
東北経済産業局
関東経済産業局
中部経済産業局
近畿経済産業局
中国経済産業局
四国経済産業局
九州経済産業局
沖縄総合事務局経済産業部

下請代金支払遅延等防止法

098-866-0049

011-700-2251

022-221-4922

048-600-0325

052-589一田70
06-6966-6037
082-224-5745

087-8器一64器
092-482-5450

098-866 -1755

0 ハ

【振興基準)

0下請事業者の生産性の向上、品質・性能の

改善

0発注内容の明確化,発注方法の改善

0下請事業者の施設・設備の導入、技術の向

上、事業の共同化

0対価の決定方法,納品の検査の方法その他

取弓.1条件の改善

0下請事業者の連携の推進

0下請事業者の自主的な事業の運営の推進

0下請取引に係る紛争の解決の促進

0その他下請中小企業の振興のため必要な

事項(下諸ガイドラインや自主行動計画に

基づく業種特性に応じた取組,知的財産の

取扱いについてなど)

下請中小企業振興法

1

刀



〔トラブルの未然防止に発注書面〕
~Ⅱ月は下請取引適正化推進月間です~
公正取引委員会/中小企業庁

公正取引委員会及び中小企業庁は,毎年Ⅱ月を「下請取引適正化
推進月間」とし,下請代金支払遅延等防止法(通称下請法)及び下
請中小企業振興法(通称下請振興法)の普及啓発を図っています。

下請取引適正化推進講習会を開催するほか,下請取引に関する質

問等にも応じています。
詳細は,公正取引委員会のホームページ(h此 S:がWWW fむC.0

又は中小企業庁のホームページ

を御参照ください。

2

(広報原案2)

h犹 Sゾ/WWW'.chusho.meti
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:左局・ン
・・・、最低賃金の引上げに伴う対応はお済みですか?

C導

最低賃金の引上げにより労務費等のコストが大幅に上昇した下請事業者から単価
の引上げを求められたにもかかわらず,親事業者が一方的に従来どおりに単価を据
え置いて発注することは,買いたたきに該当するおそれがあります(下請代金支払
遅延等防止法に関する運用基準第4の5(2)ウ)。

(参考:下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の抜粋)

第4 親事業者の禁止行為

5 買いたたき

(2)次のような方法で下請代金の額を定めることは,買いたたきに該当するおそれがある。

ウ原材料価格や労務費等のコストが大幅に上昇したため,下請事業者が単価引上げを

求めたにもかかわらず,一方的に従来どお0に単価を据え置くこと。

公正取引委員会では、下請法をいつでも、どこでも学ぶためのコンテンツを作成しています

,手グ^抽瓢綜゛、

/'.ゞ""""、
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下議法基礎講習会

、

.,,、

;、゛ ガイドブツク

そもそも下請取引適正化推進月問とは?

よι1多くの方に.下1青法を広く知ウていだだく
ことを自的としだ,下請法普及啓発瞳化月問
です。公正取引委員会のSNS上で下請法に係
る情報を集中的に流したι1,下請法の基礎知
識に係る講習会を集中して聞催レ俸す。下請
法を学びだい方は,是非各種コンテンツを御利
用ください。'

YOUTubeの

●Ⅱ町工吐日.

公正取引委員会
チヤンネル

下請法
基礎棄習会資料

"、_'公正取引童"

下請法基礎講習会動画
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